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「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

当社「第 29 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき事項がございましたので、お詫

び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正いたします。なお、当社ウ

ェブサイトには修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に株主様へ郵送する印刷の手続が完

了しているため、株主様のお手元に届く招集通知は、修正前の内容のものとなります。何卒ご了承の程お

願い申し上げます。 

 

記 

 
１．訂正箇所 

「第 29 回定時株主総会招集ご通知」第 29 頁 
監査等委員会の監査報告書 
2. 監査の結果 (1)事業報告等の監査結果 
 

２．訂正内容（下線部は訂正箇所を示しております。） 
  
 【訂正前】 

(1)事業報告等の監査結果 
①～③ （省略） 
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第３

号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので

はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。 
⑤ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を

害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締

役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められませんでした。 
 
【訂正後】 

(1)事業報告等の監査結果 
①～③ （省略） 
④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益

を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取

締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められませんでした。 
以上 

 


